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府中市地域防災計画（令和元年修正）の修正における新旧対照表（案） 

該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（風-5） 

第２部 

第１章 

○ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第９条に基づき、

急傾斜地崩壊危険区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、その

土地の維持管理については、当該急傾斜地崩壊危険区域内における

急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならない。 

（資料１８ 「土砂災害危険箇所図」） 

○ 都では、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止の推進に関す

る法律」（以下、「土砂災害防止法」という。）に基づき、府中市内に

土砂災害警戒区域を２５ヶ所、土砂災害特別警戒区域を１６ヶ所指

定している。 

（資料１２８－２ 「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域」） 

○ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第９条に基づき、

急傾斜地崩壊危険区域の土地の所有者、管理者又は占有者は、その

土地の維持管理については、当該急傾斜地崩壊危険区域内における

急傾斜地の崩壊が生じないように努めなければならない。 

（資料１８ 「土砂災害危険箇所図」） 

 

 

（追加） 

 

 

（風-6） 

第２部 

第１章 

３－１ 土砂災害防止法 

○ 土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害

のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、

住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするもの

である。 

○ 土砂災害防止法（平成２９年６月１９日改正）に基づき、土砂災害

警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作

成・避難訓練を実施する必要があり、宅地建物取引業者は、不動産

取引時の重要事項説明に記載し、交付、説明を行う必要がある。 

○ 土砂災害防止法（平成２９年６月１９日改正）に基づき、土砂災害

特別警戒区域内では、土砂災害警戒区域で行われることに加えて、

特定開発行為（自己の居住の用に供するものを除く住宅並びに高齢

者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要するものが利用

する社会福祉施設、学校及び医療施設）に対する許可制、建築物の

構造規制及び建築物などの移転勧告等の制限がある。 

 

３－１ 土砂災害防止法 

○ 土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害

のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、

住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするもの

である。 

○ 土砂災害防止法（平成２９年６月１９日改正）に基づき、土砂災害

警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作

成・避難訓練を実施する必要がある。 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

○ 市は、避難確保計画の作成支援・その確認及び避難訓練の支援を行

う。 

（資料１２８ 「浸水想定区域内に所在する災害時要配慮者利用施設」） 

（資料１２８－３ 「土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内に

所在する災害時要配慮者利用施設」） 

○ 市は、避難確保計画の作成支援・その確認及び避難訓練の支援を行

う。 

（資料１２８ 「浸水想定区域内に所在する災害時要配慮者利用施設」） 

 

（追加） 

（風-6） 

第２部 

第１章 

３－２ 平常時からの情報共有 

○ 市は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等や避難所、又は

災害のおそれがある場合に伝達する情報等について、ハザードマッ

プ等により、その内容や入手先を市民へ説明会等で事前に周知す

る。 

３－２ 平常時からの情報共有 

○ 市は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等を都知事より指定

を受けた場合（平成３０年１月現在一部市境をまたぐ区域に指定あ

り）、その避難所、又は災害のおそれがある場合に伝達する情報等に

ついて、ハザードマップ等により、その内容や入手先を市民へ説明会

等で事前に周知する。 

（風-7） 

第２部 

第１章 

（３）土砂災害警戒情報の取扱い 

○ 市は、土砂災害警戒情報に基づく行動計画等について定める。 

（４）土砂災害警戒情報の市民への周知 

  ○ 市は、府中市内に土砂災害警戒情報が発令された際、市は直ちに

市ホームページ、ツイッター、メール等を通じて市民に情報提供を

して注意喚起を行う。また、避難が必要な市民に対して避難勧告等

を発令するなど、適切な避難行動を促す。 

（３）土砂災害警戒情報の取扱い 

○ 市は、土砂災害警戒情報に基づく行動計画等について定める。 

 

 

（追加） 

（風-8） 

第２部 

第１章 

３－６ 避難勧告等の発令 

○ 市では、避難勧告等の発令基準を定める予定である。この発令基準

を基に土砂災害発生の危険度が発令基準に達した場合には、以下に

示す措置等を取り、速やかに避難勧告を発令する。 

① 土砂災害が発生するおそれのある箇所の特定 

② その箇所に位置する避難単位の確認 

③ 自主防災組織、消防団、警察等との避難誘導・支援等に係る連絡

調整 

④ 避難所の開設、避難経路の安全性  

３－６ 避難勧告等の発令 

○ 市では、避難勧告等の発令基準を定める予定である。この発令基準

を基に土砂災害発生の危険度が発令基準に達した場合には、以下に

示す措置等を取り、速やかに避難勧告を発令する。 

① 土砂災害が発生するおそれのある箇所の特定 

② その箇所に位置する避難単位の確認 

③ 自主防災組織、消防団、警察等との避難誘導・支援等に係る連絡

調整 

④ 避難所の開設、避難経路の安全性 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

なお、避難勧告等の発令基準の設定には以下のような情報等を活用

する。 

ア 土砂災害警戒情報 

イ 土砂災害警戒避難基準雨量 

ウ 雨量計で観測された降雨量 

エ 前兆現象や周辺の災害情報 

３－７ 警戒避難体制の整備 

○ 市は災害の規模に応じて、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警

戒区域に指定された箇所付近の小中学校に避難所を開設する。ま

た、府中第五小学校及び西府文化センターが土砂災害警戒区域に、

府中第十小学校が土砂災害特別警戒区域に指定されたことから、土

砂災害に伴う避難所としては開設せず、付近の他の避難所を避難先

とする。 

なお、避難勧告等の発令基準の設定には以下のような情報等を活用

する。 

ア 土砂災害警戒情報 

イ 土砂災害警戒避難基準雨量 

ウ 雨量計で観測された降雨量 

エ 前兆現象や周辺の災害情報 

 

 

（追加） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-187） 

資 料 8 3 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-287-3） 

資料１２８－２  

 

    

 

 

 

 

 

 

（追加） 

（資-287-4） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-287-5） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

（資-287-6） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-287-7） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

（資-287-8） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-287-9） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

（資-287-10） 

資料１２８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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該当頁 新（修正後） 旧（修正前） 

（資-287-11） 

資料１２８－３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資-３０５） 

資料１３２ 

資料１３２ 府中市水防応急対策室運営要領（風２５頁） 

 

 

資料１３２ 府中市水防応急対策室運営要領（風２５頁） 

 

 


